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○
総
務
省
告
示
第
二
百
六
十
七
号

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
六

十
年
郵
政
省
告
示
第
二
百
二
十
八
号
（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
細
目
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
二
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
二
日

総
務
大
臣

川
端

達
夫

第
一
条
第
二
項
中
「
接
続
さ
れ
る
も
の
に
限
る
」
の
下
に
「
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「

以
下
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
項
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

規
則
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
規
則
第
十
一
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
は
、
利
用
者
の
電

気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
で
あ
つ
て
、
当
該
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設

備
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
区
域
が
他
の
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
（
規
則
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
を
除

き
、
利
用
者
が
同
じ
移
動
端
末
設
備
を
用
い
て
通
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
提

供
区
域
内
に
あ
る
も
の
と
す
る
。


